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指
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の
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指
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業
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更
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路
の
区
域
変
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（
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課
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三

〇
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の
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二
件
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同　
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四

公　
　
　

告

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て 
五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
　

１　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

川
崎
町

　

２　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　
　

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

　

３　

成
果
の
名
称

　
　
　

柴
田
郡
川
崎
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

４　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

川
崎
町
大
字
川
内
字
今
宿
薬
師
堂
、
同
字
薬
師
堂
山
根
下
、
同
字
下
田
、
同
字
岩
下
山
の
一
部

　

５　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
　

１　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

白
石
市

　

２　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　
　

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

　

３　

成
果
の
名
称

　
　
　

白
石
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

４　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　

 　

白
石
市
大
平
森
合
字
内
田
前
、
同
字
沖
ノ
沢
、
同
字
沖
ノ
前
、
同
字
上
鹿
野
前
、
同
字
上
観
音
前
、
同
字
上
御

所
之
内
、
同
字
上
神
明
前
、
同
字
上
原
町
、
同
字
上
堀
畑
後
、
同
字
上
幕
ノ
内
前
、
同
字
上
茂
六
田
、
同
字
上
屋

敷
前
、
同
字
上
八
ツ
森
、
同
字
北
中
屋
敷
、
同
字
北
畑
前
、
同
字
北
屋
敷
前
、
同
字
北
山
田
、
同
字
北
六
角
、
同

字
御
所
之
内
、
同
字
五
反
田
、
同
字
権
現
山
、
同
字
坂
下
前
、
同
字
沢
ノ
前
、
同
字
清
水
田
、
同
字
下
鹿
ノ
前
、

同
字
下
観
音
前
、
同
字
下
神
明
前
、
同
字
下
茂
六
田
、
同
字
下
八
ツ
森
前
、
同
字
白
川
前
畑
、
同
字
祖
利
田
、
同

字
寺
前
、
同
字
瀞
田
、
同
字
中
原
、
同
字
中
屋
敷
、
同
字
八
幡
坂
、
同
字
原
、
同
字
原
町
、
同
字
前
山
、
同
字
幕

ノ
内
、
同
字
町
田
、
同
字
南
山
田
、
同
字
南
六
角
、
同
字
八
ツ
森
山
、
同
字
山
口
、
同
字

山
、
同
字
金
山
、
同
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字
観
音
山
、
同
字
鉢
森
山
、
同
字
原
山
、
同
字
丸
山

　

５　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
五
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
五
〇
四

ド
リ
ー
ム
農
園

登
米
市
南
方
町
大
森
前

八
十
六
番
一

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
ド
リ

ー
ム

平
成
二
十
七
年

十
一
月
一
日

〇
四
一
二
二
〇
〇
三
三
九

レ
イ
ン
ボ
ー
川
崎

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前

川
字
北
原
二
十
二
番
地

九

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

社
会
福
祉
法
人

臥
牛
三
敬
会

平
成
二
十
七
年

十
一
月
一
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
五
三

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
た
い

わ黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字

下
町
七
十
番
地

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
た
い

わ

平
成
二
十
七
年

十
一
月
一
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
六
一
九

ハ
ー
ト
フ
ル
富
谷

黒
川
郡
富
谷
町
ひ
よ
り

台
一
丁
目
四
十
三
番
十

一
号

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
Ｔ
Ｍ

サ
ポ
ー
ト

平
成
二
十
七
年

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
六
号

　

県
営
鹿
島
台
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
））
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地

改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
及
び
大
崎
市
鹿
島
台
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
網
地
浜
前
田
一
二
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
森
八
八
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

白
石
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

道　

路　

名　

三
九
八
号
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三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先

か
ら

同
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
ま

で

　

Ａ
前　

　

Ｃ
　

六
・
三
〜

 

二
〇
・
二

一
、
六
九
七
・
〇
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

　

七
・
五
〜

 

三
〇
・
二

一
、
六
八
三
・
〇

　

Ａ
後
Ｂ

　

Ｃ
　

六
・
三
〜

 

二
〇
・
二

一
、
六
九
七
・
〇

　

六
・
三
〜

 

二
〇
・
二

一
、
六
九
七
・
〇

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

志
津
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
塩
入
一
八
二
番

二
〇
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
塩
入
一
七
八
番
地
先
ま

で

前
Ａ
　

四
・
二
〜

 

五
・
五

一
八
二
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

四
・
二
〜

 

五
・
五

一
八
二
・
〇

　

六
・
〇
〜

 

七
・
〇

一
九
八
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

気
仙
沼
陸
前
高
田
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
新
浜
町
一
丁
目
二
〇
三
番
三
地
先

か
ら

同
市
西
み
な
と
町
五
八
番
地
先
ま
で

　

Ａ
前　

　

Ｂ

一
四
・
九
〜

 

一
六
・
〇

六
九
〇
・
五
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

一
二
・
五
〜

 

二
九
・
七

六
五
四
・
七

　

Ａ
後　

　

Ｂ

一
六
・
〇
〜

 

三
〇
・
一

六
九
〇
・
五

一
二
・
五
〜

 

二
九
・
七

六
五
四
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
千
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
か
ら

同
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
七
年

十
一
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
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沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

気
仙
沼
陸
前

高
田
線

気
仙
沼
市
新
浜
町
一
丁
目
二
〇
三
番
三
地
先
か
ら

同
市
西
み
な
と
町
五
八
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
七
年

十
一
月
六
日

公　
　
　

告

〇
県
営
高
屋
・
鳥
屋
崎
地
区
土
地
改
良
事
業
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
計
画
の
変

更
に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

を
行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事

業
変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
高
屋
・
鳥
屋
崎
地
区
土
地
改
良
事
業
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
変
更
計

画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
一

－

八
五
〇
五　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四

－

十
七

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｓ
ｄ
ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
亘
理
町
役
場
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

気
仙
沼
警
察
署
免
許
端
末
等
賃
貸
借　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

㈱
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五　

落
札
金
額　

五
千
八
百
十
三
万
二
千
八
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
五
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

別
表
第
二
公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
長
町
病
院
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
な
み
ず
き
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
仙
台　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
太
白
区
あ
す
と
長
町
一
丁
目
三
番
一
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。


